
（金融機関ご担当者の方へ）次の事項で把握されている範囲内でご記入願います。

会社分割に係るチェック表

顧客番号 金融機関名
          銀行 ・ 信用金庫 ・信用組合  

                  支店

被保証人（分割会社）

保証番号
符号[Ａ～]は、
報告書と合わ
せる

Ａ 無担保・有担保（条件） Ｄ 無担保・有担保（条件）

Ｂ 無担保・有担保（条件） Ｅ 無担保・有担保（条件）

Ｃ 無担保・有担保（条件） Ｆ 無担保・有担保（条件）

１ 分 割 形 態
① 新設・人的 ② 新設・物的

③ 吸収・人的 ④ 吸収・物的

２ 保 証 付 貸 付 金 の 承 継 方 法  併存的（        ）・ 免責的（        ）

３ 保 証 付 貸 付 金 の 承 継 先
被保証人（       ）・ 新設会社（       ）

既存会社（吸収）［保証利用： 有・ 無 ］（       ）

４ 保 証 付 貸 付 金 の 状 況
 約定返済中（    ）・ 返済方法変更中（      ）

事故･延滞（     ）・ 代位弁済（求償権）（     ）

５ 保 証 付 貸 付 金 の 返 済 見 込  可能 ・ 困難  ・ 不詳（理由          ）

６ プ ロ パ ー 貸 付 金 の 有 無 無 ・ 有（残高計       千円／ 無担保 ・ 有担保）

７ プロパー貸付金の承継方法  併存的（全て）・ 免責的（全て）・ 併存的･免責的（混在）

８ プ ロ パ ー 貸 付 金 の 承 継 先 被保証人  ・ 新設会社  ・ 既存会社（吸収）

９ 債 権 者 異 議 申 述 の 可 否 可 ・ 不可 ・ 不要（理由            ）

１０ 債権者を害さない場合の事由

１１ 債 権 者 異 議 申 述 の 期 限    年   月   日 （   曜日）

１２ 保証付貸付金の完済の可否
 可能 ・ 交渉可 ・ 不可（交渉済） ・ 不詳

（理由・特記等：                  ）

１３
併存的債務引受への変更の可否

（免責的債務引受の場合）

 可能 ・ 交渉可 ・ 不可（交渉済） ・ 不詳

（理由・特記等：                  ）

１４
保 証 人 追 加 の 可 否

（免責的債務引受の場合）

 可能 ・ 交渉可 ・ 不可（交渉済） ・ 不詳

（理由・特記等：                  ）

≪ 以下 協 会 使 用 欄 ≫

１５ 債 権 者 異 議 申 述 の 依 頼 日   年  月  日（    氏） ・ 依頼せず

１６ 債 権 者 異 議 申 述 日   年  月  日（    氏確認・  月  日）

１７ 債権者異議申述に対する結果
 ① 弁済  ② 担保提供  ③ 財産の信託

 ④ 債権者を害さないとの抗弁 ④ 他（      ）

１８ 分 割 登 記 日
  年  月  日

商業登記簿謄本等（履歴事項全部証明書）を徴求のこと

１９ 分 割 無 効 の 訴 え 必要 ・ 不要（理由                ）

                                     年  月  日

部  長

（支所長）

副部長

（副支所長）
課 長 担当者

 （注）有担保、当座貸越（カード含む）、極度保証、特定社債の場合は、別途、交渉・確認等が必要。
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